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★三重県条例第２７条で定められた活動
①地域防災 ②障がい者の自立と共生社会 ③多文化共生

伊賀市ゆめが丘1-1-4 ゆめぽりすセンター内

住民自治住民自治住民自治 NPONPONPO ボランティアボランティアボランティア

伊賀市市民活動支援センター
〒518-0131

三重県伊賀市ゆめが丘1-1-4
ゆめぽりすセンター内

1511

団体登録をすると
支援センターのサービスを利用できます

住民自治協議会・自治会(区)も利用できます

活動を

市民

サポート します

伊賀市

アクセス

ゆめぽりすセンター
専用駐車スペースを
ご利用ください。

駐車場への入口は

交番とコンビニの

間に2か所あります。

って ななな

「地域の活性化に貢献したい」

「世の中の困りごとを解決したい」

といった思いから、

市民が自発的に行う活動のことをいいます。

営利を目的とせず、不特定多数の人のために、

ニーズに応じたサービスを提供して、

社会的な課題を解決することを目的とします。

市民活動

0595-22-15110595-22-15110595-22-1511

の主体が
ぁぁぁ ににに

駐車場

活動分野は20あります。

月 曜 ～ 土 曜
休館日:日曜、年末年始 ～9：00 5：00

午前 午後

最寄りバス停「DMG MORIアリーナ前」

相談、団体登録、印刷機の予約など

T E L

FAX 0595-22-0317

メール igasksc@ict.ne.jp

0595-22-

支援センター

市市市 民 動活活活



どなたでも!

登録
手続き

白 黒 20円

カラー(背景色無) 30円

カラー(背景色有) 60円

対象

表彰状 200円

白黒片面 1円

カラー片面 10円

A4 1円

A3・B4 2円

相談受付やコーディネート

活動の始め方、運営上の悩み、

団体とのコーディネート等、

専門スタッフが対応します。

市民活動団体向け研修・講座の開催

専門家を招いて、

活動に役立つ研修・講座を

開催しています。

例

団体運営に関する相談

▪他団体との協働

▪活動資金の調達

▪会計事務に関すること

▪広報ツールの選び方　

例
▪メンバーや他団体との交流場所として

▪専門図書の閲覧

▪パソコン持込で事務作業

▪活動の場として

▪印刷後の製本作業

交流スペース 予約はできません。団体同士
ゆずりあってご利用ください。

利用
日時

の

午前9:00～午後5:00
ゆめぽりすセンター開館日

あります
Wi-Fi

活動場所の提供

▪交流スペース 

▪メールボックス

▪一時保管ロッカー

▪印刷機等

▪情報発信支援

▪専門図書の貸出

団体登録すると利用できる設備やサービスを

提供しています。

交流スペース

支援組織や行政ネットワークを活用して、

活動に役立つ情報を市の内外から収集し、

情報誌やホームページで発信しています。

情報収集や発信支援

また、ブログやSNSを利用して、

登録団体から寄せられた情報を

発信する支援も行っています。

便利

すると

市民活動
支援センター

こ ん な と こ ろ で す

ご利用

団体と橋渡しを

してほしい！

私も地域のために

何かやりたい！

こんなとき!

伊賀にはどんな
活動があるの？

市内に在住・在勤・在学する人で構成し、
20の活動分野に取り組む団体

それぞれの地区の
ことも知りたい！

ボランティアや研修、
助成金等の情報が
全国から集まっています

各住民自治協議会など
市内のおしらせを取り揃えています
ブログでも紹介しています

団体登録団体登録団体登録

ください

設備やサービスを利用できます

▪登録申請書に、会則等の必要書類を添えて

　 提出してください。

▪許可には数週間かかります。

▪登録許可証を受け取った日から利用できます。

▪支援センターブログやSNSでの広報

▪館内でのチラシ配布、ポスター掲示

▪市内公共施設にチラシ配布

情報発信支援

申請用紙のダウンロードや
必要な提出書類については⇒

コピー機 A4・B4･A3のみ対応、用紙持込も可能

用紙代印刷代

印 刷 機

22-1511
印刷機の予約

1枚につき用紙10㎝につき
大判印刷機 使用料金に用紙代を含む

メールボックス ・ 一時保管ロッカー

年度毎の申請で、無料で利用できます。
鍵は常時、センターで保管しています。

▪書類の受け渡しに

▪みんなで使う備品の保管場所として

▪開館時間内なら出し入れ自由

職員が操作を説明しますので、印刷は
各使用者で行ってください。
機器使用時間の予約ができます。

ゆめぽりすセンター ロビー

印刷用パソコン(USB差込口)、紙折り機等

作業に

利用
日時

の

午前9:00～午後5:00
月曜～土曜(年末年始除く)


